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関 係 各 位 

 

筑波大学附属聴覚特別支援学校 

                                 校長 眞田 進夫 

                                    （公印省略） 

教員公募について（依頼） 

         

 この度本校では、下記の要領により任期付教諭を公募することとなりました。 

 つきましては、貴組織の関係各位への周知について、よろしくお取り計らい願います。 

 

 １ 採 用 職 名  教 諭（任期付）  

 ２ 採 用 人 員 １名 

３ 担当教科等 高等部普通科（数学）＊中学部（数学）を担当することもあります。 

４ 採用予定日  令和９年４月１日 

５ 雇 用 期 間  令和９年４月１日～令和１０年３月３１日（試用期間：1年間） 

６ 職 務 内 容  学習指導、生活指導、校務分掌及び全校的委員会委員等（管理運営等の業務を含む） 

          （雇用期間中において、業務内容の変更は原則ありません。） 

７ 応 募 資 格    

① 中学校及び高等学校教諭免許状(数学)を有する者、または令和９年３月末までに取得する見込みである者 

② 特別支援学校教諭免許状（又は聾学校教諭免許状）を有することが望ましい。 

８ 応 募 書 類   

① 履歴書   本学Webサイトから所定の様式をダウンロードし、記入要領に基づき作成すること。 

 （筑波大学→ 採用情報 → 履歴書／日本語版記入要領） 

  URL: https://www.tsukuba.ac.jp/about/jobs-information/ 
② 教育職員免許法に基づく教員免許状の写（表裏がある場合は表裏の写し）または免許状取得見込証明書 

※教員免許状更新講習修了者（延期、受講免除を含む）は、証明書（写）等を添付すること。 

   ③ 卒業・修了証明書または卒業・修了見込み証明書（最終学歴） 

   ④ 大学の学部以降に履修した全ての課程の成績証明書 

９ 応募締切日   適任者が決まり次第終了しますので、応募前にお問合せ願います。 

  １０ 選 考 方 法 第１次選考（書類審査）：１次選考通過者には、応募書類受領後（年末年始を除く）、5日 程  

 度を目途に電話等にて面接日時等を連絡します。また不採用者には郵送にて通知します。 

       第２次選考（面接）：１次選考通過者を対象とした面接・口頭試問［指導場面を想定した設

問を含む］） 

       採用者には、面接日から10日程度を目途に電話等にて連絡します。また不採用者には郵送

にて通知します。※郵便事情により遅れることがあります。 

 １１ 応募書類の提出先 

   〒２７２－８５６０ 千葉県市川市国府台２－２－１  筑波大学附属聴覚特別支援学校長 宛 

    ＊「任期付教員応募書類（高等部普通科（数学））在中」と朱書きし、レターパックで送付すること 

１２ 就 業 場 所  筑波大学附属聴覚特別支援学校（千葉県市川市国府台2-2-1） 

１３ 就 業 時 間  ８：３０～１７：００（休憩時間４５分を含む）を基本とし、１年単位の変形労働時間制

を適用  

１４ 休日・休暇   本学規定による１２月 

              休日：日曜日、土曜日、国民の祝日、２９日～１月３日を基本とするが、学校行 

事等により一部勤務する可能性がある（勤務割表による） 

           休暇：年次有給休暇、病気休暇、特別休暇 

１５ 時間外労働   あり 

１６ 給 与 等   本学規定に基づき支給、国家公務員共済組合（年金、医療）に加入、雇用保険適用 

１７ 受動喫煙防止措置   敷地内禁煙 

１８ 応募についての問い合わせ先 

筑波大学附属聴覚特別支援学校 副校長 岡本三郎 

 電 話 ０４７－３７１－４１３５（代表） E-mail：okamoto.saburo.ge@un.tsukuba.ac.jp 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/jobs-information/
mailto:okamoto.saburo.ge@un.tsukuba.ac.jp


 

【備考】 ①  応募書類については、採用選考業務にのみ使用し、その他の目的には一切使用しません。 

また、選考後の応募書類は返却いたしません。本校で適切に廃棄いたします。 

② 面接時の交通費は支給できませんので、予めご了承ください。 

③ 労働条件・服務等については「国立大学法人筑波大学附属学校職員就業規則」等の国立大学法人筑

波大学の定める規則によります。 

④  国立大学の法人化に伴い、地方公共団体との退職金の通算制度は廃止されました。そのため、現職

が公立学校等の教員であっても現機関で退職金を受け取ってから本校に採用となります。 

 
 


